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億円で、対前年度比 1,450 億円、6.1％の増となっている。 

事業別には、下水道事業 1 兆 981 億円（対前年度比 1.0％の減）、水道事

業 4,334 億円（対前年度比 8.7％の増）、病院事業・介護サービス事業 4,116

億円（対前年度比 0.2％の減）、交通事業 1,786 億円（対前年度比 0.2％の

減）等となっている。 

平成 27 年度の新規施策等としては、公営企業会計の適用に要する経費に

ついて公営企業債の対象とすること及び公営企業債の償還年限を延長する

こととしている。 

② 公営企業債資金の確保

 公営企業債分 2 兆 5,118 億円の資金内訳は、財政融資資金 7,194 億円（対

前年度比 245 億円、3.3％の減、構成比 28.6％）、地方公共団体金融機構資

金 7,625 億円（対前年度比 441 億円、6.1％の増、構成比 30.4％）、民間等

資金 10,299 億円（対前年度比 1,254 億円、13.9％の増、構成比 41.0％）

となっている。 

２ 新規施策等の概要 

(1) 政策課題に対する取組等 

① 公立病院改革の推進に対する財政措置 【別紙１】 

病院事業については、地域の医療提供体制の確保等の観点から、平成 27

年３月までに新たな公立病院改革ガイドラインを策定する予定であり、ま

た、引き続き公立病院の再編等を推進するため、所要の地方財政措置を講

じることとしている。 

② 公営企業会計の適用推進に対する財政措置 【別紙２】 

地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、平成 27

年度から平成 31 年度までの５年間、公営企業会計の適用に要する経費につ

いて公営企業債を措置することとし、下水道事業及び簡易水道事業の元利

償還金については、その一部を後年度において基準財政需要額に算入する

こととしている。 
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